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協議事項（２） 「心配ごと等に関するアンケート」について

＜今年度の実施内容＞

児童扶養手当申請者及び、就学援助認定者に「心配ごと等に関するアンケート」を配付し、
郵送、Webまたは窓口で回収します。相談希望者には、担当課の相談対応や、弁護士による
悩みごと相談会を開催し、相談の機会を確保します。

【スケジュール】

＜アンケートの内容＞

⇒次ページに「心配ごと等に関するアンケート」ついて参考資料を添付します。

時 期 内 容

5月12日 第1回燕市子ども・子育て会議でアンケート実施報告

7月中旬
就学援助認定者へ学校経由でアンケートを配付。
回答は郵送またはWeb

7月下旬 アンケート提出期間。市への相談希望があった場合は、担当課が随時回答。

8月中旬
児童扶養手当申請者へ現況届とともにアンケートを郵送。
回答は窓口、郵送またはWeb
市への相談希望があった場合は、担当課が随時回答。

10月～11月ごろ 弁護士による「悩みごと相談会」（無料）を開催

資料６
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「弁護士による悩みごと相談会を利用したい」に〇をつけた方へ、
参加しやすい日程をお伺いします。
相談者の希望日を、江澤弁護士と日程調整し、相談者へ連絡します。

■令和6年度の実績
希望者は１名（児童扶養手当認定者） １回のみ
令和６年10月19日（土）14:00～14:30
市役所101会議室

「燕市に相談したい」「心配ごと等を聞いてもらいたい」
に○をつけた方へ、相談内容に応じて、市の担当課より
連絡し、相談に応じます。
（過去の相談例：健康、学校、福祉のことなど）


